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                  平成１９年６月 

           勝浦市議会定例会会議録（第１号） 

  

                  平成１９年６月１１日 

 ○出席議員 17人  

 ２番 忍 足 邦 昭 君    ３番 根 本   譲 君    ４番 岩 瀬 洋 男 君

 ５番 中 村 一 夫 君    ６番 刈 込 欣 一 君    ７番 岩 瀬 義 信 君

 ８番 寺 尾 重 雄 君    ９番 渡 辺 玄 正 君    10番 児  安  利  之  君

 11番 高 橋 秀 男 君    12番 板 橋   甫 君    13番 丸     昭 君

 14番 八 代 一 雄 君    15番 水 野 正 美 君    16番 伊 丹 冨 夫 君

 17番 黒 川 民 雄 君    18番 末 吉 定 夫 君 

 

 ○欠席議員 １人  

 １番 土 屋   元 君 

 

 ○地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  

 市      長  藤 平 輝 夫 君     副 市 長   杉 本   栄 君 

 教 育 長  松 本 昭 男 君     総 務 課 長   西 川 幸 男 君 

 企 画 課 長  滝 本 幸 三 君     財 政 課 長   関   重 夫 君 

 税 務 課 長  藤 平 光 雄 君     市 民 課 長   関   利 幸 君 

 介 護 健 康 課 長  乾   康 信 君     環 境 防 災 課 長   酒 井   明 君 

 清掃センター所長  黒 川 義 治 君     福 祉 課 長   田 原   彰 君 

 都 市 建 設 課 長  守 沢 孝 彦 君     農 林 水 産 課 長   藤 江 信 義 君 

 観 光 商 工 課 長  鈴 木 克 己 君     水 道 課 長   岩 瀬   章 君 

 会 計 課 長  岩 瀬   武 君     教 育 課 長   渡 辺 宗 七 君 

 社 会 教 育 課 長  渡 辺 恵 一 君 

 

 ○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

 事 務 局 長  関     修 君     議 事 係 長   目 羅 洋 美 君 

 

    

                   議 事 日 程 

  

議事日程第１号 

第１ 諸般の報告 

第２ 市長の行政報告 

第３ 会期の決定 

第４ 会議録署名議員の指名 

第５ 議案上程・説明 
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   議案第29号 勝浦市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第30号 勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

         ついて 

   議案第31号 勝浦市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例及び勝浦市老人デイサー 

         ビスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第32号 勝浦市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第33号 平成19年度勝浦市一般会計補正予算 

   議案第34号 平成19年度勝浦市老人保健特別会計補正予算 

   議案第35号 平成19年度勝浦市水道事業会計補正予算 

第６ 休会の件 

 

 

    

                   開     会 

  

           平成１９年６月１１日（月）  午前１０時００分開会 

 ○議長（末吉定夫君）ただいま出席議員は17人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立 

いたしました。これより平成19年６月勝浦市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、あらかじめお手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願

います。 

 

 

    

                    諸 般 の 報 告 

 

 ○議長（末吉定夫君）日程第１、諸般の報告であります。 

 事務局長に報告させます。関事務局長。 

                〔事務局長  関 修君登壇〕 

 ○事務局長（関 修君）命によりまして、諸般の報告を申し上げます。 

 今期定例会における理事者側の出席通知及び平成19年３月定例会以降の議会側の動静につきま

しては、お手元に印刷物をお配りしてございますので、それによってご承知をいただきたいと存

じます。 

 それでは最初に、系統市議会議長会関係について申し上げます。 

 初めに、千葉県市議会議長会関係について申し上げます。去る４月12日、千葉市において第 

165回千葉県市議会議長会定例総会が開催され、副議長が出席いたしました。会議に先立ち、会

長の流山市議長及び開催市の匝瑳市議長並びに匝瑳市長のあいさつに続いて、来賓として出席さ

れた堂本千葉県知事から祝辞が述べられ、次に平成19年１月31日に千葉市で開催された千葉県市

議会議長会議長研修会以降、新しく議長に就任された議長の紹介が行われました。その後、会務
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報告に続いて、千葉県市議会議長会表彰基金規程を廃止する規程の制定について、平成18年度決

算、平成19年度予算、並びに各市提出議案１件が審議され、いずれも原案のとおり承認、可決さ

れました。 

  次に、役員の改選が行われ、会長に八千代市、副会長に我孫子市、理事に習志野市、白井市、

富津市及び市川市、監事に香取市並びに鴨川市の各議長が選任されました。 

 次に、千葉県南12市議会議長会関係について申し上げます。去る５月24日、富津市において千

葉県南12市議会議長会定期総会が開催され、正副議長が出席いたしました。会議の概要を申し上

げますと、会長の君津市議長及び開催市の富津市議長、並びに富津市長のあいさつに続いて、前

回の総会以降、新しく就任されました正副議長の紹介が行われました。 

 次に、会議に移り、会務報告を承認した後、議案審議に入り、平成18年度決算及び平成19年度

事業計画、並びに予算を審議し、いずれも原案のとおり、承認、可決されました。 

 次に、役員の改選が行われ、会長に富津市、副会長に袖ケ浦市、理事にいすみ市のほか７市、

監事に鴨川市及び君津市の各議長が選任されました。 

 次に、関東市議会議長会について申し上げます。去る６月７日、茨城県水戸市において第73回

関東市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。総会は、会長の水戸市議長並

びに開催市、水戸市長のあいさつに続いて、橋本茨城県知事、茨城県議会議長等の来賓祝辞が行

われました。次に会議に入り、会務報告等を承認した後、諸報告を了承、続いて議案審議が行わ

れ、平成18年度歳入歳出決算及び平成19年度歳入歳出予算のほか、各都県提出議案４件が審議さ

れ、いずれも原案のとおり承認、可決されました。 

 次に、役員の改選及び相談役の委嘱が行われ、会長に川越市、副会長に相模原市のほか２市、

支部長に８市、理事に34市、監事に桜川市及び宇都宮市、相談役に横浜市のほか７市の各議長が

選任されました。千葉県関係を申し上げますと、副会長及び支部長に八千代市、理事に市川市、

習志野市、我孫子市、富津市、白井市、また相談役に千葉市の各議長が選任、委嘱されました。 

 以上で系統市議会議長会関係を終わります。 

 次に、今期定例会の運営について申し上げます。 

 去る６月６日、議会運営委員会を開いていただき、ご協議をお願いいたしましたので、その際

の答申内容について申し上げます。 

 今期定例会の会期は、６月11日から６月22日までの12日間とするということであります。日程

につきましては、あらかじめお手元へ会期日程表をお配りしてございますが、本日はこの後、市

長の行政報告、会期の決定、会議録署名議員の指名と順次お願いし、続いて、議案第29号から議

案第35号までを逐次上程し、市長から提案理由の説明を受け、さらに議案第33号の一般会計補正

予算につきましては、財政課長から補足説明を受け、散会する。 

 第２日目の６月12日は議案調査等のため休会とし、第３日目の６月13日は定刻午前10時に開会

し、一般質問をお願いする。なお、通告のありました議員は４名であります。 

 第４日目の６月14日は定刻午前10時に開会し、議案第29号から議案第35号までを逐次上程し、

質疑を行い、その後、請願３件とともにそれぞれ所管の常任委員会へ付託し、散会する。 

 第５日目の６月15日から第11日目の６月21日までの７日間は、委員会審査等のため休会してい

ただき、この間に６月15日に総務常任委員会を、６月18日に教育民生常任委員会を、さらに６月

20日に建設経済常任委員会をそれぞれ午前10時から開いていただき、付託事件の審査をお願いす
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る。 

 最終日の６月22日は、午後１時から本会議を開いていただき、逐次、議案、請願を上程し、各

常任委員長から報告をいただき、質疑、討論を経て採決をお願いする。 

 なお、請願が採択された場合には、発議案として意見書の提出が考えられますので、その場合

にはそれを上程し、発議者から提案理由の説明を受け、質疑、討論を経て、採決をお願いする。 

 続いて、繰越明許費繰越計算書の報告について市長から報告を受け、今期定例会を閉会する。 

 以上のような答申がなされましたので、これに基づきまして今期定例会が運営されるものと存

じます。 

 以上を申し上げまして、諸般の報告を終わります。 

 

 

    

                   市 長 の 行 政 報 告 

 

 ○議長（末吉定夫君）日程第２、市長の行政報告であります。 

 市長の報告を求めます。藤平市長。 

                 〔市長  藤平輝夫君登壇〕 

 ○市長（藤平輝夫君）本日、平成19年６月勝浦市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位 

には何かとお忙しい中をご参集いただき、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、ただいまから行政報告を申し上げます。 

 初めに、平成19年統一地方選挙について申し上げます。千葉県議会議員一般選挙につきまして

は、３月30日告示、４月８日に投開票が行われ、投票率は 54.65％でありました。また、勝浦市

議会議員一般選挙は、４月15日告示、４月22日に投開票が行われ、投票率は 76.44％であり、前

回選挙と比べ1.47％下回る結果となりました。今後とも選挙管理委員会とともに投票の棄権防止

に努める考えであります。 

 次に、第７回勝浦港カツオまつりの開催結果について申し上げます。去る６月２日、勝浦漁業

協同組合、新勝浦漁業協同組合、勝浦市鮮魚商組合及び勝浦市を構成団体とするカツオまつり実

行委員会の主催により、また、千葉県、勝浦市商工会及び勝浦市観光協会の後援と市内各種団体

及びボランティア等のご協力のもと、第７回勝浦港カツオまつりを開催いたしましたところ、天

候にも恵まれ、約３万 8,000人の来場者がありました。当日は、千葉県知事の代理として農林水

産部長、さらには商工労働部長を初めとする県幹部職員や来賓各位の臨席のもと、盛会のうちに

閉会することができました。 

 また、当日の模様はテレビや新聞により広く報道され、勝浦のカツオと本市のイメージアップ

が図られるとともに、観光客誘致による地域の活性化が図られたものと考えます。改めて、ご協

力をいただきました関係団体やボランティアなど、関係者の皆様に心より御礼を申し上げますと

ともに、今後もさらに創意工夫を重ねてまいりたいと考えます。 

 以上で行政報告を終わります。 
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                    会 期 の 決 定 

 

 ○議長（末吉定夫君）日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月22日までの12日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（末吉定夫君）ご異議なしと認めます。よって、会期は12日間と決しました。 

 

 

    

                 会議録署名議員の指名 

 

 ○議長（末吉定夫君）日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、岩瀬洋男議員及び岩瀬義信

議員を指名いたします。 

 

 

    

                   議 案 上 程 ・ 説 明 

 

 ○議長（末吉定夫君）市長より議案の送付がありましたので、職員に朗読させます。目羅係長。 

                    〔職員朗読〕 

 ○議長（末吉定夫君）ただいま朗読いたしました議案は、お手元へ配布したとおりであります。 

 それでは、日程第５、市長提出議案を上程いたします。 

 議案第29号 勝浦市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第30号 勝浦

市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第31号

 勝浦市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例及び勝浦市老人デイサービスセンター

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第32号 勝浦市奨学資

金貸付条例の一部を改正する条例の制定について、以上４件を一括議題といたします。市長から

提案理由の説明を求めます。藤平市長。 

                 〔市長 藤平輝夫君登壇〕 

 ○市長（藤平輝夫君）ただいま議題となりました議案第29号から議案第32号までの提案理由の説明 

を一括して申し上げます。 

 初めに、議案第29号 勝浦市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、本案は所得税法等の一部を改正する法律が平成19年３月31日に公布され、当該法律における

租税特別措置法の一部改正に伴い、勝浦市手数料徴収条例第２条第１項第13号において引用する

条項に移動が生じましたことから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第30号 勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の
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制定についてでありますが、本案は障害者自立支援法の施行に伴い、自立支援医療において医療

費の１割負担、入院時の食事の自己負担への補助の廃止、一定所得以上の者を公費負担の対象外

とするなどの措置がとられたことを踏まえ、障害福祉サービスの公平性の観点から、千葉県重度

心身障害者（児）医療給付改善事業についても受給権者及び支給の範囲について改正がなされた

ことに伴い、所用の改正をしようとするものであります。このうち入院時の食事の自己負担につ

いては、県の補助は廃止されましたが、受給権者の急激な負担増加を避けるため、標準負担額の

２分の１について市単独事業として支給しようとするものであります。また、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律が平成18年12月に公布されたこと

に伴い、結核予防法が廃止されたため、本条例において所要の改正をしようとするものでありま

す。 

 次に、第31号 勝浦市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例及び勝浦市老人デイサ

ービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

本案は、介護保険法の一部改正に伴い、介護予防事業について、今後、勝浦市特別養護老人ホー

ム及び勝浦市老人デイサービスセンターにおいて対応するため、本条例において所要の改正をし

ようとするものであります。 

 次に、議案第32号 勝浦市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、本案は学校教育法等の一部を改正する法律が平成18年６月21日に公布されたことに伴い、本

条例について所要の改正をしようとするものであります。改正内容につきましては、用語の改正

であり、近年の児童・生徒等の障害の重複化や多様化に伴い、教育の一層の充実を図るため、特

別支援学校制度が創設されたことにより、「盲学校、聾学校及び養護学校」の用語を「特別支援

学校」に改めようとするものであります。 

 以上で議案第29号から議案第32号までの提案理由の説明を終わります。 

 

 

   

 ○議長（末吉定夫君）次に、議案第33号 平成19年度勝浦市一般会計補正予算、議案第34号 平成 

19年度勝浦市老人保健特別会計補正予算、議案第35号 平成19年度勝浦市水道事業会計補正予算、

以上３件を一括議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。藤平市長。 

                 〔市長 藤平輝夫君登壇〕 

 ○市長（藤平輝夫君）ただいま議題となりました議案第33号から議案第35号までの提案理由の説明 

を一括して申し上げます。 

 初めに、議案第33号 平成19年度勝浦市一般会計補正予算についてでありますが、今回の補正

予算は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算におきましては、既定予算に 963万円を

追加し、予算総額を68億 6,763万円にしようとするものであります。歳出予算のうち総務費にお 

 きましては、総務管理費を主に70万 8,000円を追加し、民生費におきましては重度心身障害者  

（児）医療費支給事業費を主に 302万 2,000円を減額し、衛生費におきましては保健衛生費 173

万円を追加し、農林水産業費におきましては、勝浦市有害獣被害防止対策事業補助金を含む農業

費を主に 444万 4,000円を追加し、教育費におきましては、公民館バス購入費を主に 577万円を

追加計上しようとするものであります。これに対する財源といたしまして、歳入予算に財産収入
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100万円、繰入金 213万 1,000円、繰越金 812万 2,000円を追加計上し、県支出金に 162万3,000

円を減額しようとするものであります。 

 次に、議案第34号 平成19年度勝浦市老人保健特別会計補正予算についてでありますが、今回

の補正予算は歳入歳出予算の補正であり、平成18年度決算に伴い精算を行おうとするものであり

ます。歳入歳出予算におきましては、既定予算に1,445万3,000円を追加し、予算総額を24億 672

万 3,000円にしようとするものであります。歳出予算におきましては、諸支出金に1,445万3,000

円を追加しようとするものであります。これに対する財源といたしまして、歳入予算に支払基金

交付金10万 8,000円、国庫支出金 1,434万 5,000円を追加計上しようとするものであります。 

 次に、議案第35号 平成19年度勝浦市水道事業会計補正予算についてでありますが、今回の補

正予算は、公営企業借換債に係る資本的収入及び支出の補正であります。資本的収入で 8,600万

円、資本的支出で 8,725万 1,000円を追加しようとするものであります。この内訳は、資本的収

入では公営企業金融公庫の借り換えに伴う企業債で 8,600万円、資本的支出では公営企業金融公

庫繰上償還に伴う企業債償還金で 8,725万 1,000円を追加計上しようとするものであります。 

 以上で議案第33号から議案第35号までの提案理由の説明を終わります。 

 ○議長（末吉定夫君）  この際、担当課長から補足説明を求めます。関財政課長。 

                〔財政課長 関 重夫君登壇〕 

 ○財政課長（関 重夫君）命によりまして、議案第33号 平成19年度勝浦市一般会計補正予算（第 

１号）の補足説明を申し上げます。 

 説明は事項別明細書により歳出から行います。恐れ入りますが、16ページをお開き願います。

総務費であります。総務管理費のうち財産管理費に62万円を計上いたしました。需要費62万円に

つきましては、市役所庁舎のエレベーターの床の張りかえ及びＯＡルームのエアコンの修繕料で

あります。 

 統計調査費のうち、各種統計調査費に８万 8,000円を計上いたしました。１節報酬及び８節報

償費ともに商業統計調査に係る調査員の人数が、県委託金の交付決定によりまして16名から18名

に２名増員となったことに伴う追加計上であります。 

 18ページをお開き願います。民生費であります。社会福祉費のうち障害者福祉費で353万1,000

円の減額であります。これは重度心身障害者（児）医療費支給事業費の減額であります。この事

業費の２分の１は県補助金の対象でありますが、ことし３月に県の補助要綱が改正され、医療費

のうち入院時の食事代が４月診療分から補助対象から外され、さらには８月から医療費支給制度

そのものに所得制限が設けられることになりました。市といたしましては、当初予算編成段階で

は食事代の自己負担の４月適用を見送り、所得制限と合わせまして８月から実施する方法で検討

してきたところでございますが、その結果、所得制限は県の要綱に合わせて８月から実施するこ

ととし、食事代につきましては障害者の負担軽減を図るために２分の１を市の単独事業として助

成することで、今回、条例改正とあわせまして当初予算に計上してあります食事代の２分の１を

主に 353万 1,000円を減額しようとするものであります。 

 次に、指定居宅介護支援事業費50万 9,000円の計上につきましては、臨時職員の雇用にかかわ

ります社会保険料及び賃金であります。 

 20ページをお開き願います。衛生費であります。保健衛生総務費 173万円の計上につきまして

は、産休代替臨時職員の社会保険料及び賃金であります。 
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 22ページをお開き願います。農林水産業費であります。農業費のうち農業振興費に384万4,000

円を計上いたしました。負担金補助及び交付金 380万 4,000円につきましては、勝浦市有害獣被

害防止対策事業補助金で、北区ほか35カ所で実施いたします簡易電気柵及び物理柵設置事業に対

する補助金であります。 

 水産業費のうち漁港管理費に60万円を計上いたしました。工事請負費60万円につきましては、

勝浦東部漁港、豊浜地区の防波堤の維持補修工事費であります。 

 24ページをお開き願います。教育費であります。公民館費に 577万円を計上いたしました。こ

の内容につきましては、現在の公民館バスあじさい号の老朽化に伴いまして、当初予算では車検

が切れますことし７月以降はあじさい号のかわりに大型バスを借り上げる予定で使用料及び賃借

料に 1,000万円を計上したところでありますが、再検討した結果、今回、中古の大型バスを購入

して、あじさい号としてリニューアルし、運転業務を民間委託しようとするものであり、これに

伴う予算の組み替えを行おうとするものであります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入に移ります。12ページをお開き願います。県支出金であります。県補助金の

うち民生費県補助金で 475万 3,000円の減額であります。重度心身障害者（児）医療費給付改善

事業補助金でありまして、先ほど歳出で説明いたしましたとおり、本年４月から入院時の食事代

が補助対象外となり、また８月から所得制限が設けられましたことに伴う県補助金の減額であり

ます。 

 農林水産業費県補助金に 304万 2,000円を計上いたしました。有害獣被害防止対策事業補助金

で、補助率３分の２であります。 

 委託金のうち総務費委託金に８万 8,000円を計上いたしました。商業統計調査委託金で、交付

決定に伴う増額分であり、歳出と同額が交付されます。 

 財産収入であります。財産売払収入のうち物品売払収入 100万円につきましては、公民館バス

あじさい号の売り払い代金を見込み、計上いたしました。 

 繰入金であります。特別会計繰入金のうち老人保健特別会計繰入金に 213万 1,000円を計上い

たしました。これは平成18年度事業費の精算に伴う繰り入れであります。 

 14ページをお開き願います。繰越金であります。前年度繰越金に 812万 2,000円を計上いたし

ました。これは財源の調整として計上したものであります。なお、参考までに申し上げますと、

平成18年度決算における純繰越金につきましては、約２億 3,165万円であります。この額から当

初予算計上額 6,000万円と今回の補正予算計上額 812万 2,000円を差し引いた額約１億 6,352万

 8,000円が今後の留保財源となります。 

 以上をもちまして、一般会計補正予算（第１号）の補足説明を終わります。なお、給与費明細

書につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ○議長（末吉定夫君）これをもちまして市長の説明及び担当課長からの補足説明を終わります。 

 

 

    

                   休 会 の 件 
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 ○議長（末吉定夫君）日程第６、休会の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。明６月12日は議案調査等のため休会したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（末吉定夫君）ご異議なしと認めます。よって、明６月12日は休会することに決しました。 

 

 

    

                   散     会 

 

 ○議長（末吉定夫君）以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、６月13日は定刻午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 

                 午前１０時３３分  散会 

 

 

    

                 本日の会議に付した事件 

  

１．諸般の報告 

１．市長の行政報告 

１．会期の決定 

１．会議録署名議員の指名 

１．議案第29号～議案第35号の上程・説明 

１．休会の件 


